
資料１－１－①

年金部会における個別評価項目に関する評価の進め方

１．各法人の個別評価項目に関する評価を行う。

（１）各法人の理事長が、年度業務実績の概要（重点事項）について説明する。

（２）その後、評価項目全体を４つ程度のパートに分け、

ア 法人の担当部長から、業務実績及び自己評価を説明

イ 委員からの質疑とその応答

ウ 委員が「評定記入用紙」へ評価（Ｓ～Ｄ及び理由等）を記入

エ 記入が終わったら次のパートの説明を行う。

（評価の際の留意点）

① 「厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準 （資」

料集７５ページ）及び委員会各部会において定める「独立行政法人の業

」（ ） 、務実績に関する評価基準細則 年金部会は資料集９１ページ に従い

中期目標の個別項目ごとの進捗状況について、具体的な業務実績、目標

の達成度合いを考慮し、それらと整合性のあるより客観的な評価の実施

に努める。

② 各法人の評価において、評価の結果の考え方、理由、根拠等を判定基

準との関係においてより分かりやすく説明するために、部会としての評

定理由を具体的に明記する。

③ 各委員が評定を記入する際には、必ず理由を付すこととし、特に、Ｓ

又はＤの評定とする場合には、中期計画を「大幅に上回った」又は「下

回った」と判断した根拠を具体的に記載することとする。また、理由以

外に特に言及する事項がある場合には、特記事項として記入する。

判定基準（ 独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」より抜粋）「

「Ｓ ：中期計画を大幅に上回っている。」

「Ａ ：中期計画を上回っている。」

「Ｂ ：中期計画に概ね合致している。」

「Ｃ ：中期計画をやや下回っている。」

「Ｄ ：中期計画を下回っており、大幅な改善が必要。」

評価委員会が特に厳正に評価する事項（長妻元大臣からの要請）

平成21年12月16日独立行政法人評価委員会総会において、長妻元大臣か

ら、業務経費に冗費が生じていないか、法人の諸手当や法定外福利費が適

切か、サービスの質を高める努力をしているか等について、厳正な評価を

行っていただきたいとの要請があった。

そこで 「業務実績評価別添資料」を基に、法人の取組は国民目線から、

みて十分な取組となっているか特に厳正な評価をお願いしたい。



２．各委員の評定を事務局で集計し、総合評価の際に個別項目に関する評定を確

定させる。このため、総合評価時に評価を修正することは可能。

また、当該部会において個別項目に関する評価を踏まえた総合的な評価（評

価書案）について起草委員が提案し、審議の上、評価書を決定する。

３．個別評価の部会を御欠席された場合の取扱いについて

（１）審議対象法人が起草担当である法人の場合

別途、欠席委員レクを実施し、個別に御評価いただきます。

（２）審議対象法人が起草担当以外の法人の場合

御評価は不要です。

御自宅等で事前送付した資料を基に御評価いただいた場合には、評価結果

に反映いたします。この場合、欠席された部会の開催日から３日以内に政策

評価官室の担当まで御提出ください。


